
集 24 問合せ先：建築審査課（711-4577）

日影の規制時間について（1/4） 

関 係 条 文 等 法第 56条の２、市条例第 35条 

実 施 年 月 日 Ｈ24.1（改正）R7.4（改正） 

※令和 7年 4月現在、準工業地域で高度地区の指定のある地域はありません。
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